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コンパルホール内喫茶店出店候補者募集要項 

 

 この募集要項は、コンパルホール内喫茶店について、利用者にとって、メニュー、価格、

サービス、雰囲気等でより満足度が高く魅力ある運営を行える出店者を選定するため、必要

な事項について定めたものです。 

 

 

≪第１ 募集内容等≫ 

 １．コンパルホールについて 

  （１）場  所   大分市府内町１丁目５番３８号 

  （２）開館時間   午前９時から午後１０時まで 

  （３）休 館 日   毎月第２月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日） 

            ※年末年始は、12 月 28 日から 1 月３日 

  （４）来場者数   年間４０万人程度 

 

 ２．喫茶店について 

  （１）営業種目 

     飲食業 

なお、物販については、大分市文化振興課と協議する。 

（２）運営方法 

出店業者が自己の責任で営業を行うこと。（喫茶店の運営から生じる利益 

及び損失はすべて出店業者に帰属し、すべての経費は出店業者が負担する 

こと。） 

  （３）出店の根拠 

     地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項に基づく行政財 

産の使用許可により出店するものとする。 

なお、使用許可は、年度ごとに更新申請が必要となる。 

  （４）喫茶店の内容 

     公共施設であるコンパルホールの設置主旨に合致した喫茶店の運営に当たると 

ともに、コンパルホール利用者をはじめ、喫茶店利用者が「憩いの場」「くつろ 

ぎの場」となる形態と雰囲気づくりに努めること。 

※コンパルホールの設置主旨とは 

市民文化の創造に寄与するとともに、市民生活の向上を図るため設置する。 

  （５）喫茶店の形態 

     コンパルホール２階の一部分 

     店舗面積：約１５０㎡（厨房含む） 

     客 席 数：約５０席 

     駐 車 場：大分市コンパルホール駐車場利用可（有料） 
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  （６）営業開始時期 

     令和５年９月中  

出店業者決定後、詳細については、大分市文化振興課と協議する。 

  （７）営業日、営業時間 

     ①喫茶店の営業日は、原則としてコンパルホール開館日とするが、詳細は大分 

市文化振興課と協議して決定する。 

     ②喫茶店は、１１時から１８時の間は必ず営業を行うこと。 

ただし、上記時間以外の営業については、大分市文化振興課と協議して決定 

する。 

  （８）形状等 

     別紙２「平面図」参照 

  （９）使用できる設備 

     別紙３「厨房設備器具一覧表」参照 

     なお、レストラン内のテ－ブル、椅子、什器等で別紙３に示す備品については、 

無償で貸与する。ただし、貸与する厨房機器等は、現に使用しているもので 

劣化が著しいものもあることから、貸与の申出が無い一部の備品については、 

廃棄処分する予定。貸与前の廃棄に係る費用は、大分市文化振興課が負担する。 

ただし、大分市文化振興課では修繕や更新は行わないため、修繕等が必要な 

場合は出店業者の負担で行うこととする。 

  （10）大分市文化振興課からの指示事項 

     ①コンパルホールにふさわしい雰囲気を持った喫茶にすること。 

     ②館内では指定場所以外は飲食禁止につき、テイクアウトについては協議を必 

要とする。 

     ③静寂な環境の保全のため、雑駁若しくは喧騒な音楽は使用しないこと。 

また、アルコールの提供は可能であるが、飲酒運転禁止の徹底等一定の配慮 

を行うこと。 

     ④客層を拡大するためにも老若男女の幅広いニーズを収集し、経営形態の弾力 

的な運営のもと、末永く愛される喫茶店づくりにまい進すること。 

     ⑤身体に障がいを持った利用者等にも、十分配慮した接客に努めること。 

     ⑥従業員教育、接客マナー教育等に努め、格式ある経営をすること。 

     ⑦大分市文化振興課の指導・指示に従うこと。 

     ⑧その他、運営内容等詳細については、大分市文化振興課と協議の上決定する。 

 （１１）改修工事による休館期間について 

     令和９年４月～令和１０年９月までの期間においてコンパルホールの改修工事 

を行う可能性があります。この場合、コンパルホール全館休館し、当該期間は営 

業を休止することとなります。 

     ※休館期間については、改修工事の時期により、前後する可能性があり、改修工 

事も行われない可能性もあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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 ３．出店業者の責任等  

  （１）出店業者が準備するもの 

     建物に付随しているもの、厨房設備器具一覧表において貸与を希望するもの以 

外に、営業に必要なものはすべて出店業者が準備すること。 

  （２）出店業者が負うべき責任範囲 

     ①店舗内の清掃及び衛生管理、防火管理 

     ②営業に伴うごみの収集および廃棄 

     ③利用者からの苦情への対応・処理 

     ④出店に伴う運営報告 等 

  （３）出店業者が負うべき経費 

     ①施設利用料（行政財産使用料） 

      大分市行政財産使用料に基づく行政財産使用料を年４期毎に支払うこと。 

      ※参考：行政財産使用料年額 約２９０万円（民間事業者が利用する場合） 

 なお、障がい者の社会参加や雇用の機会創出に寄与する社会福祉団体等につ 

いては、使用料を減額する場合があります。 

     ②光熱水費 

      電気・ガス及び上下水道の経費は出店業者の負担とする。 

      なお、電気は指定管理者が計量器（子メーター）の読み取りを行い請求する。 

電気代は使用量に基づき指定管理者に支払うこと。また、ガス・上下水道に 

関しては、出店業者が直接契約することとなる。 

     ③電話設備 

     コンパルホール内線が使用できる電話機は、１台用意するが、出店業者の負担

において外線を利用できる環境を整備すること。 

  （４）法令の遵守について 

     管理業務を行うにあたっては、次に提示する法令等の関係法令を遵守すること。 

      ・地方自治法 

      ・食品衛生法 

      ・労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法令 

      ・個人情報の保護に関する法律、 

      ・大分市暴力団排除条例 

      ・消防法、水道法その他施設、設備の維持管理、保守点検に関する法令 等 

  （５）出店業者の継続が困難となった場合の措置 

     ①出店業者の責めに帰すべき事由による場合 

     大分市文化振興課は、出店業者の責めに帰すべき事由により履行できないと 

判断した場合は、喫茶店使用の許可を取り消す場合がある。この場合、出店 

業者は大分市文化振興課に生じた損害を賠償するものとする。 

     ②不可抗力による場合 

      災害その他の不可抗力による場合は、事業の継続について大分市文化振興課 
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と出店業者の間で協議を行い、その結果、事業の継続が困難と判断した場合 

は、喫茶店の使用の許可を取り消す場合がある。 

 ③原状回復等 

      使用許可期間が満了したとき又は使用許可が取り消されたときは、出店業者 

は、自己の負担で、大分市文化振興課の指定する期日までに、使用許可物件 

を原状に回復して返還すること。 

ただし、大分市文化振興課が特に承認したときは、この限りではない。 

  （６）その他 

     ①出店業者は、使用許可物件を喫茶店の営業以外の用途に供してはならない。 

     ②出店業者は、使用許可物件を善良な管理者の注意をもって、維持保全しなけ 

ればならない。 

     ③売上金等の管理については、大分市文化振興課は一切責任を負わない。 

     ④出店業者は、使用許可に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸 

し、担保に供し、又は営業を委託し、若しくは名義貸し等をすることはでき 

ない。 

     ⑤修繕や模様替え等を行う場合は、事前に大分市文化振興課の許可を受けるこ 

と。 

     ⑥設備点検等のため、営業時間内・外を問わず、大分市文化振興課職員及び指 

定管理者が随時に立ち入ることがある。 

 

≪第２ 応募の方法等≫ 

 １．応募資格 

応募の時点において、以下の要件を満たす法人、任意団体及び個人に限る。 

（１）法人の場合は、申請時において大分市内に事務所又は事業所を置くもの。 

個人の場合は、申請時において⼤分市内又は隣接市に居住又は、開店までに大分 

市内又は隣接市に居住することができるもの。 

（２）⾷品衛⽣法（昭和２２年法律第２３３号）及び他の法律に基づく処分などを、過

去３年間受けていないこと。 

（３）法令等の規定により販売について許認可等を必要とする場合には、その許認可 

等を受けていること。 

（４）次のいずれかに該当しないこと。 

①地⽅⾃治法施⾏令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第 

２項各号に掲げられた者 

②民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立 

て、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申 

立て又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申 

立てが行われている者。 

③暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第２号に規定する暴⼒団及び第６号に規定する暴⼒団員。また、これ 
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ら暴⼒団及び暴⼒団員と、密接な関係を有しているもの、その他暴力団に準ず 

ると認められるもの。 

なお、資格要件確認のため、⼤分県警察本部に照会する場合がある。 

④国税、地⽅税を滞納している者 

 

 ２．募集要項等の配布等 

募集要項等の配布 

①配布期間（※２５日間） 

令和５年５月１５日（月）から令和５年６⽉９⽇（金）までの 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

②配布場所 

     大分市役所 文化振興課 （大分市荷揚町２番３１号） 

なお、配布する募集要項や様式については、大分市ホームページからダウン 

ロードすることができる。 

（ホームページＵＲＬ http://www.city.oita.oita.jp） 

 

 ３．応募方法等 

（１）応募方法 

応募は、「別紙１提出書類一覧」に基づき、所定の期⽇までに書類を持参⼜は郵送 

（当⽇消印有効）により提出すること。 

応募にかかる費⽤については応募者の負担による。 

なお、内容について説明及び追加の資料提出を求める場合がある。 

（２）応募受付期間（※１２日間 配布の１３日後） 

令和５年５月２９日（月）から令和５年６⽉９⽇（金）までの 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）現地説明会 

①⽇時・場所 

令和５年５⽉２３⽇（火）午後１時３０分から 

コンパルホール  

②参加人員 

各応募者２名までとする。 

③申込⽅法 

『様式第１号（出店業者募集に係る説明会出席届）』を令和５年５⽉ 

２２日（月）午後５時１５分（必着）までに郵送又はＦＡＸで提出す 

ること。 

（４）募集に関する質問 

①質問受付期間 

第 1 回目  令和５年５⽉１９⽇（金）午後５時まで（必着） 

第 2 回目  令和５年５⽉２５⽇（木）午後５時まで（必着） 

http://www.city.oita.oita.jp/
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②送付⽅法 

『様式第２号（募集に係る質問書）』を郵送又はＦＡＸで提出すること。 

③質問回答⽇ 

第 1 回目  令和５年５⽉２３⽇（火）現地説明会にて行う。 

第 2 回目  令和５年５⽉２９⽇（月） 

④質問回答⽅法 

大分市ホームページ内において質問に対する回答を掲示する。 

締切後のものは受付しない。 

（５）その他 

①提出された書類は、出店業者の選定、審査以外には使⽤しない。 

②提出された書類は、返却しない。 

 

 ４．審査方法及び審査結果の通知等 

（１）審査⽅法・審査⽇ 

コンパルホール内喫茶店出店候補者選定委員会が、書類審査・プレゼンテーショ 

ン等により、総合的に出店業者を決定する。 

 

○選定委員会 

日 時 ： 令和５年６⽉下旬を予定 

（時間、会場等詳細は、応募該当者に直接連絡する） 

内 容 ： 書類等審査 

（予定）   応募理由、運営⽅針、セールスポイント等についてのプレゼン 

テーションを審査する。 

 

（２）審査結果の通知 

審査結果は、応募者全員に文書にて通知する。 

なお、出店が決定した場合、速やかに大分市文化振興課と、開店のスケジュール 

等について協議を行う。 

 

≪第３ 問い合わせ及び提出先≫ 

   〒８７０－８５０４ 

   大分市荷揚町２番３１号 

   大分市役所  文化振興課 文化施設担当班 

   電話番号： ０９７－５８５－６００８ 

   ＦＡＸ ： ０９７－５３６－４０４４ 

   メール ： bunka-s@city.oita.oita.jp 

 

 

 

mailto:bunka-s@city.oita.oita.jp
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別紙１  提出書類一覧 

№ 書類名称 内容 
法 人 

応募者 

個 人 

応募者 

提出 

部数 

１ 出店申込書 様式第 3 号 ◎ ◎ １ 

２ 法人登記簿謄本 
法務局が発行する「履歴事項全部

証明書」 
◎ ― １ 

３ 
住民票記載事項証明

書 
市町村が発行するもの ― ◎ １ 

４ 納税証明書 

直近１営業年度分の国税及び地

方税の納税証明書 

事業実績が無い場合は、直近の完

納証明 

◎ ◎ １ 

５ 決算書類 （法人） 

直近２営業年度分の写し 

 ①財産目録 

 ②貸借対照表 

 ③損益計算書 

◎ ― ２ 

６ 決算書類 （個人） 
直近２年分 

確定申告書及び決算書の写し 
― ◎ ２ 

７ 経営主体の概要 主要概要、経歴等がわかる資料等 ◎ ◎ １ 

８ 定款又は寄付行為 定款又は寄付行為の写し ◎ ― １ 

９ 誓約書 様式第 4 号（その１、その２） ◎ ◎ １ 

10 運営企画書 
様式第５号 

※Ａ４用紙 ４枚まで 
◎ ◎ ５ 

 

※１ 運営企画書については、様式指定はなし。特に、次の項目については記載すること。 

項  目 内   容 

①安定した店舗経営に関すること これまでの実績、経験、ノウハウ等 

経営の組織体制、資金計画書、店舗収支計画書等 

②店舗内容及び良質なサービスに 

関すること 

店舗内容及び営業方針、食事の提供方法、苦情対応、 

メニューの構成及び価格、プロモーション方法、 

サービス教育 

③食品衛生への取組及び環境への 

配慮に関すること 

食中毒防止対策、従業員への衛生教育、 

廃棄物の適正処理や省エネへの配慮等 

④公共施設であるコンパルホールの

施設にふさわしいデザイン等（方針）

に関すること 

障がい者の雇用機会の創出、インテリア・店内内装・

アプローチ等の装飾関係及びメニュー等の創造性・独

創性 

⑤その他 特にアピールしたいセールスポイント等 
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別紙２ 平面図 

 

 （コンパルホール２階全体図） 

 

 

 

 

 

 （コンパルホール平面図） 

 

 

 

 

 



~ 9 ~ 
 

 

別紙３ 厨房設備器具一覧表（１） 

№ 製品名 品質規格 備考 

1 傘立て カグ Aコ-ジ  

2 コールドテーブル 1300×600×850  

3 シンク付テーブル 1500×600×850  

4 グラスシンク 1200×600×850  

5 ガステーブル TAP-TGT-90  

6 ガスレンジ マルゼン HGR-157  

7 クリームストッカー 480×340×885  

8 ワゴン AW30  

9 ワゴン AW30  

10 テーブル型冷蔵庫 RT-150PNE1  

11 製氷機 IM-35M  

12 縦型冷凍冷蔵庫 SRR-K1583C2B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


